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【判例】 

 

 

事件の表示 

 

事 件 名  職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分

命令申立事件 

管轄裁判所  最高裁判所 

決   定  平成２９年２月２１日 決定 

 

 

テーマ 

取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の 

決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定 

めることができる旨の定款の定めの効力 

 

 

事  案 

 

 

 Ｙ１は非公開会社、取締役設置会社。 

 Ｙ１の定款には、代表取締役は取締役会の決議により定める

が、必要に応じ、株主総会によって定めることができる旨の

定め（以下「本件定め」）あり。 

 Ｘは元代表取締役。Ｙ２は株主総会で選任された現取締役兼

代表取締役。 

 Ｘ➝Ｙ１及びＹ２ 上記株主総会の決議の法令違反を理由

に、Ｙ２の取締役兼代表取締役の職務執行停止及び職務代行

者選任の仮処分命令の申立。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判  旨 

 

 

【判旨】（一部抜粋） 

２ 所論は，取締役会設置会社において，定款で株主総会の決

議によっても代表取締役を定めることができるものとするこ

とは，代表取締役の職務執行に対する取締役会の監督権限を弱

めるから，本件定めは無効であるというものである。 

 ３ 取締役会を置くことを当然に義務付けられているもの

ではない非公開会社（法３２７条１項１号参照）が，その判断

に基づき取締役会を置いた場合，株主総会は，法に規定する事

項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができること

となるが（法２９５条２項），法において，この定款で定める

事項の内容を制限する明文の規定はない。そして，法は取締役

会をもって代表取締役の職務執行を監督する機関と位置付け

ていると解されるが，取締役会設置会社である非公開会社にお

いて，取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代

表取締役を定めることができることとしても，代表取締役の選

定及び解職に関する取締役会の権限（法３６２条２項３号）が

否定されるものではなく，取締役会の監督権限の実効性を失わ

せるとはいえない。 

 以上によれば，取締役会設置会社である非公開会社におけ

る，取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表

取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であると

解するのが相当である。 

 

【射程外】 

 公開会社の場合 

 株主総会のみに代表取締役の選定権限を認める定款の定め 

 

 


